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フィリピンでは、２０１６年８月２４日に個人情報保

護法の施行規則が公布されました。 

本稿では、どのような情報が個人情報等に該当し、個

人情報保護法・施行規則（以下、総称して「本法」と言

います。）の適用を受けるのはどのような場合であるの

かなど、フィリピンに関係する事業や取引を行う日本企

業が特に注意すべき重要な点について、ご説明します。 

 

 

１ 本法の概要 

Q 本法はどのような法律でしょうか。何をすることが

求められるのでしょうか。 

A 本法は、フィリピンにおける個人情報について定め、

その取扱いについて定めるとともに、個人情報管理

（personal information controller）及び個人情報処理

者（personal information processor）に対して、個人

情報保護のために、合理的かつ適切な、組織的、物理

的及び技術的なセキュリティー対策を実施することな

どを求めています。また、本法違反の場合には、罰則

の適用もあります。 

 

＜解説＞ 

    本法で個人情報管理者（personal information 

controller）とは、個人情報の処理(process)を管理する、

又は、これを他者に対して自らに代わって行うよう

に指示する、自然人、法人その他の主体を指しますi。 

   また、個人情報処理者（personal information 

processor）とは、個人情報管理者が、個人情報の処

理を外注又は指示するような自然人、法人その他の主

体を指しますii。 

   個人情報の「処理」とは、個人情報の収集、記録、

保管、アップデート、修正、使用、破棄などを指しま

す。 

  「個人情報」がどのようなものを指すかは、後述しま

す。 

また具体的なセキュリティー対策や罰則については、

次回以降のニューズレターにてご説明する予定です。 

 

２ 日系企業への影響（適用対象） 

Q 本法は、フィリピン法人以外（駐在員事務所や日本

法人の支店を設置している場合）であっても適用があ

るのでしょうか。 

A フィリピン国内で設立された法人の他、フィリピン

国外で設立された法人であっても、フィリピンに事務 

所や支店を設置するなどして個人情報を取り扱う場合 

は、本法の適用対象となります。フィリピンにおいて 

ビジネスを行い、顧客（個人）の情報を取得したり、

従業員を雇って従業員の個人情報を取得する場合には、

幅広く適用の可能性がある点留意が必要です。 

 

＜解説＞ 

   本法では、フィリピン法人のみならず、日本法人

の駐在事務所や支店がフィリピン国内にある場合に

は、本法の適用があることが規定されていますiii。一

方、フィリピン国外で、その国の法規制に従って収

集した個人情報については、フィリピン国内におい

て処理される場合であっても本規則は適用されない

ことが定められていますiv。 

   日系企業がフィリピンにおいてビジネスをする際に

顧客の個人情報を取得することは広く行われておりま

すし、またフィリピンにおいて従業員を雇用する際に

は、当該従業員の個人情報を取得し、これを管理せざ

るを得ません。その為、本法は、フィリピンでビジネ

ス等を行う日系企業に対して幅広く適用されると思わ

れます。 

 

３「個人情報」とは 

Q 本法における「個人情報」には、どのような情報が

該当しますか。該当すると、どのような点に注意が必

要となりますか 

A ①個人の身元が明らか（若しくは確定しうるもの）

となる情報、②他の情報と組み合わせることにより個

人を特定しうる情報が「個人情報」に該当します。個

人情報の取得などをする場合には、個人情報の主体が

同意していることなどが必要となります。 

 

＜解説＞ 

本法で定められる「個人情報」とは、媒体に記録さ

れているか否かを問わず、①個人の身元が明らか、若

しくは合理的・直接的に確定できる情報、②他の情報

と組み合わせることにより直接的・断定的に個人を特

定しうる情報とされていますv。フィリピン人やフィ

リピン居住者の個人情報に限定されるものではありま

せん。 

そして、企業が処理しようとする情報が「個人情報」

に該当するのであれば、(a)個人情報の主体が予め同

意している場合、(b)個人情報の主体を当事者の一方

とする契約の履行のために必要である場合、(c)個人

情報の管理者が義務を履行する場合、などの一定の要

件viを満たす場合に限り、処理できることとなります

ので、注意が必要です。 
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４ 「センシティブ個人情報」とは 

Q 本法で個人情報のうち特に注意が必要とされるよう

な情報はありますか。また、どのような点に注意が必

要となりますか。 

A 特に取扱いに慎重を要する情報が「センシティブ個

人情報」とされており、個人の年齢、学歴、健康状態

など一般的に企業が取得する情報も含まれますので注

意が必要です。センシティブ個人情報の取得などをす

る場合には、個人情報の主体が、特定された目的につ

いて同意していることなどが必要となります。 

 

＜解説＞ 

 「センシティブ個人情報」とは、①個人の人種、民

族、婚姻の有無、年齢、肌の色、宗教、哲学的・政治

的な信条に関係する情報、②個人の健康状態、学歴、

遺伝・性生活、前科前歴に関する情報、③政府機関が

発行する社会保障番号、過去・現在の健康の記録、許

認可の有無やその拒否・停止・取消し、納税申告書、

④行政命令・法令で特に定められた情報、と定義され

ていますvii。 

 そして、センシティブ個人情報については、(a)個

人情報の主体が予め特定された目的について同意して

いる場合、(b)個人情報の主体などの生命や健康を守

るために必要であり、個人情報の主体が予め同意する

ことが法的又は物理的にできない場合、(c)裁判手続

における法的な権利・利益を保護するためや法的な請

求をするために必要な場合、などの一定の要件viiiを満

たす場合を除いて、処理できないこととなっているの

で、注意が必要です。 

 

５ 個人情報が権限ない者に取得された場合 

Q 個人情報が取扱権限のない者に漏れてしまった場合、

どのようなことをしなければならないのですか。 

A 個人情報の主体が重大な損害を受ける現実的なおそ

れがある場合、７２時間以内に NPC及び当該個人に

通知する必要があります。 

 

＜解説＞ 

 センシティブ個人情報又は個人情報を用いた詐欺に

使われるおそれのある情報が、権限のない者に取得さ

れてしまい、個人情報の主体が重大な損害を受ける現

実的なおそれがある場合には、個人情報の管理者は、

７２時間以内に NPC（National Privacy Commission）

及び影響を受ける個人情報の主体に書面などで通知を

しなければならないものとされていますix。 

 

＊次回も引き続きフィリピンの個人情報保護法・施行規

則についてお伝え致します。 

 

                                                           
i
 個人情報保護法３条 h、施行規則３条m 
ii
 個人情報保護法３条 i、施行規則３条 n 

iii
 施行規則４条 

iv
 個人情報保護法４条 g、施行規則５条 f 

v 個人情報保護法３条 g、施行規則３条 l 
vi 詳細は施行規則２１条参照 
vii 個人情報保護法３条 l、施行規則３条 t 
viii 詳細は施行規則２２条参照 
ix 施行規則３８条 
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